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千代田町（全域）が準都市計画区域として７月に指定されます。準都市計画区域指定後は、都市計画

法及び建築基準法が適用されることになります。
その概要については、次のとおりです。
����� ��	
������

３,０００㎡を超える開発には許可が必要となります。
�������	
 ����������

建築物の敷地は、原則として道路（幅員４ｍ以上）に２ｍ以上接していな
くてはなりません。
※「道路」とは、同法第４２条で定義された、幅員４ｍ以上のものをいい、
道路法や道路交通法にいう「道路」とは、同じではありません。
※接道幅や道路幅員については、建築物の用途や規模によっては、佐賀県
条例による制限がある場合もあります。

建築物の敷地が幅員１.８ｍ以上かつ４ｍ未満の道で特定行政庁
（県）が指定した道に接する場合、
原則として、その中心線から２ｍの敷地後退を行うことにより
建築が可能となります。
※前面道路が４ｍない場合でも、準都市計画区域が指定された際
に、既に２戸以上の建ち並びがある１．８ｍ以上の道は、市町道、
里道、農道、私道を問わず、幅員４ｍの道路とみなします。
この場合、道路中心線から水平距離２ｍずつ後退した線を道路
境界線とみなします。道路後退部分には、新たに建築物（門・塀
も含む）を建築することはできません。
また、道の一方に、がけ地や川など道路後退が出来ない場合は、
その境界線から水平距離４ｍの線を、道路後退線とみなします。
準都市計画区域に指定されたからといって、直ちに道路後退部
分の建築物の取り壊しや、改修をしなければならないということ
ではありません。区域の指定後、新築又は増改築する際には、既
存の部分を含め後退しなければならないことになります。

その他、建築基準法で制限がかかるものは、以下のとおりです。
�������	
���	� 容積率（２００％以下）、建ぺい率（７０％以下）
�������	
� 高さ制限（道路斜線制限、隣地斜線制限）
詳しくは、下記までお問い合わせください。
�������

準都市計画区域の指定・開発許可関係…佐賀県　まちづくり推進課　計画担当　　�２５�７１５９
建築基準法（建ぺい率、容積率等）関係…佐賀県　建築住宅課　建築指導担当　　�２５�７１６５
市の窓口…神埼市役所　建設課　　�３７�０１０３
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子育てについて迷ったり不安になったり…誰でもありますよね。電話・
来所などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。
���　月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１６：００
※　親子触れ合い遊びの時にも子育て相談をおこなっています。
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　神埼市子育て支援センター

　（千代田町保健センター内）

　�４４�４９０８
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例
年
、
麻
し
ん
の
流
行
時
期
は
、

４
月
か
ら
６
月
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

潜
伏
期
間
は　

〜　

日
で
、
空
気

１０

１２

感
染
し
、
発
熱
・
咳
・
鼻
水
が
初
発

症
状
で
、
症
状
は
高
熱
（
ま
れ
に
微

熱
）・
全
身
ま
た
は
手
足
の
み
の
特
徴

的
な
発
疹
・
中
耳
炎
・
肺
炎
・
脳
炎

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
近
年
は
、
十
代

か
ら
二
十
代
を
中
心
に
全
国
的
に
流

行
し
ま
し
た
。

麻
し
ん
と
思
わ
れ
る
症
状
が
出
た

ら
医
療
機
関
に
電
話
予
約
後
、
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

予
防
に
は
予
防
接
種
が
効
果
的
で

す
。
医
療
機
関
で
接
種
で
き
ま
す
の

で
、
各
々
の
医
療
機
関
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
定
期
の
予
防
接
種
対
象
者
は
、
早

め
に
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

（
２
・
３
・
４
期
の
対
象
者
に
は
３
月

末
に
個
別
通
知
を
し
て
い
ま
す
。）

※
定
期
の
対
象
者
以
外
は
、
自
費
と

な
り
ま
す
。
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転
入
等
で
予
診
票
を
お
持
ち
で
な

い
方
は
、
左
記
窓
口
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー　
　

�
５
１�
１
２
３
４

千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー　
　

�
４
４�
２
０
２
１

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１

平成２１年度の公費（自己負担無）対象者
 接種期限：平成２２年３月３１日まで

１歳児（１２ヶ月以上２４ヶ月未満児）第１期
小学校入学前年度の１年間にあたる児
（Ｈ１５.４.２生　～　Ｈ１６.４.１生）第２期

中学１年生相当世代（Ｈ８.４.２生　～　Ｈ９.４.１生）第３期
高校３年生相当世代（Ｈ３.４.２生　～　Ｈ４.４.１生）第４期

※３期・４期の公費負担制度は、平成２４年度まで
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子育て座談会神埼市中央公民館
２階和室

１０：３０～１２：００
１３：３０～１５：００

２４日 (日 )
５月

２５日 ( 月 )
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こ
れ
ま
で
児
童
手
当
を
申
請
し
て
い

な
い
方
や
、
平
成　

年
度
児
童
手
当

２０

（
平
成　

年
６
月
分
〜
平
成　

年
５
月

２０

２１

分
）
を
所
得
制
限
な
ど
で
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
で
も
、
家
族
の
状
況
や
所
得

の
状
況
が
変
わ
り
支
給
要
件
を
満
た
せ

ば
、
平
成　

年
度
は
手
当
を
受
け
ら
れ

２１

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

平
成　

年
度
分
（
平
成　

年
６
月
分

２１

２１

〜
平
成　

年
５
月
分
）
を
受
給
す
る
た

２２

め
に
は
、
平
成　

年
５
月　

日
ま
で
に

２１

３１

認
定
請
求
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

な
お
、
児
童
手
当
は
認
定
請
求
を
し

た
日
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
の

で
、
提
出
が
遅
れ
る
と
遅
れ
た
月
分
の

手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
手
当
を
受
け
て
い

た
方
に
は
、
平
成　

年
度
分
を
受
給
す

２１

る
為
の
手
続
き
（
現
況
届
）
に
つ
い
て

６
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。

�
�
�
�
�

・
３
歳
未
満
の
児
童 

一
律
１
万
円

・
３
歳
以
上
の
児
童

第
１
子
・
第
２
子 

５
千
円

第
３
子
以
降 

１
万
円

�
�
�
�
�

 
小
学
校
修
了
前
の
児
童
（　

歳
到
達

１２

後
最
初
の
３
月　

日
ま
で
の
間
に
あ

３１

る
児
童
）
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神
埼
市
役
所　

福
祉
課

�
３
７�
０
１
１
０

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
４
４�
２
１
６
７

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１
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※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、
当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき６万円が、上記限度
額に加算されます。

�������	�
�

子育てに関わる人た

ちが自由に集い、お

しゃべりする場です。
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　家庭教育支援チーム（神埼市教育委員会　社会教育課内） 　 �４４�２７３１
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※２４日は、学校カウンセラー（服巻先生）の個別相談も受けられます。（希望される方）
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パブリックコメント制度（市民意見聴取制度）とは、市が計画や条
例などを策定する場合に、市民の皆さんからご意見を募集し、寄せら
れたご意見を考慮して最終案を作り上げていく一連の手続きです。
下記の案件に対し、市民の皆さまからのご意見を募集しました。

貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。お寄せいただいたご意見を考慮し、計画を
策定させていただきました。　なお、お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方は下記公表先にてご覧
いただけます。
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担当部署意見数提出者案件名

市長公室 �３７�０１０２６件６人
神埼市地域公共交通総合連携計画（案）
【平成２１年２月１０日（火）～２月１９日（木）実施】

�����　　　①市ホームページ、②神埼市役所　市長公室、③各総合支所　総務企画課
�����　　　５月３１日（日）まで　（※②③の窓口は、土 ･日を除く。）

担当部署意見数提出者案件名

市長公室 �３７�０１０２０件０人
神埼市食育推進計画（案）
【平成２１年２月２３日（月）～３月１０日（火）実施】

平成２１年度から５年間を計画期間
とする『きらり　かんざき食育プラ
ン（神埼市食育推進計画）』を関係者、
関係機関の協力により策定しました。
計画では、子どもたちに対して、
食べものを選択する力と望ましい食
生活を身につけ、妊婦、乳幼児から
高齢者までのすべての人が生涯を通
じて健全な食生活を実践し、食を通
じた人づくり・まちづくりの食育を
進めていきます。

また、実効性のある計画とするため、数値目標を設定し、
最終年度には達成状況を評価します。
今後は計画に基づき、家庭、地域、保育園・幼稚園、学校、
生産者などの関係機関と総合的に食育を推進し、行政の各部
署が横断的な連携を図りながら、神埼市らしさを生かした食
育を推進します。

『きらり　かんざき食育プラン（神埼市食育推進計画）』『神埼市地域公共交通総合連携計画』につ
いては、次の場所で閲覧できます。
�����

①神埼市ホームページ、②神埼市役所　市長公室、③各総合支所　総務企画課
�����　５月３１日（日）まで　※②③の窓口は、土 ･日・祝日を除く。
�������　神埼市役所　市長公室　�３７�０１０２
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市では現在、高齢化する市民の移
動手段の確保や市内における公共交
通利便性の格差是正及び合併後の地
域間の交流・連携を図るため、住民
代表・交通事業者・行政等による
「神埼市地域公共交通活性化協議
会」を設置し、「地域公共交通の活性
化及び再生に関する法律」に基づい
て、「神埼市地域公共交通総合連携
計画」を策定しました。
この計画は、平成２１から２３年度
までの地域公共交通のあり方として、
本市に見合った公共交通サービスの
提供に努めるため、将来の公共交通
の方向性を明確にして、その実現に
向けた具体的な方策を示すものです。
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